
 
 
 
 
 

 
 

平成２１年５月２７日 

「長期優良住宅」仕様を標準化 
 

○ 平成２１年度第１回「長期優良住宅先導的モデル事業」に５提案が採択 
○ 今年７月から「長期優良住宅」仕様を戸建住宅商品で標準化 

 
ミサワホーム株式会社（代表取締役社長 竹中宣雄）は、国土交通省が実施する平成２１年

度第１回「長期優良住宅先導的モデル事業」において、応募した５つの提案がすべて採択され

ました。また、６月４日施行の「長期優良住宅の普及の促進に関する法律（長期優良住宅普及

促進法）」が意図する普及促進への取り組みとして、７月１日から契約する戸建住宅商品（※１）

については「長期優良住宅（※２）」の認定基準に適合する仕様を標準化します。 
 
ミサワホームは、創立以来、“長く住み継がれ、資産価値を維持できる住まいづくり”を重要

テーマの一つに位置付け、業界に先駆けた長期保証制度の導入およびセンチュリー・ハウジン

グ・システム（ＣＨＳ）（※３）のシステム認定取得による「１００年住宅」の提案など、住宅

の長寿命化のための技術開発に積極的に取り組んできました。 
近年の住宅政策においても、「いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う」

というストック型社会への転換を目指して、これからの住宅のあり方についての具体的な内容

をモデルの形で広く国民に掲示し技術の進展に貢献する「長期優良住宅先導的モデル事業」が

昨年度から開始され、また、「長期優良住宅普及促進法」が創設されるなど、その動きが本格化

しています。 
 ミサワホームにおける「長期優良住宅先導的モデル事業」の採択は、昨年度に続いて２回目

となりますが、今回は“将来の居住形態の変化などに柔軟に対応できるよう対策を講じている

住まいのモデル”や、“世代を超えてまちの情報を継承しまちへの愛着を育てる持続的まちづく

りのモデル”などを提案しています。 
 「長期優良住宅」仕様の戸建住宅商品での標準化にあたっては、これまでに培った長期耐用

についての技術力をベースとする現行の標準仕様が、「耐震性」「維持管理・更新の容易性」「省

エネルギー対策」の各基準に適合しているため、７月から天井点検口を追加し「劣化対策」の

基準も満たすことで（※４）、標準仕様で「長期優良住宅」の認定に対応可能となります。 
また、「維持保全計画」については、すでに独自の長期点検制度を整備しており、その枠組み

の中で「長期優良住宅」の「維持保全計画」を実施します。 
なお、「長期優良住宅」の認定取得については、申請手数料などの諸費用が発生するため、お

客様の要望に沿った対応となりますが、将来の資産価値の維持を見据えた「住宅性能評価」と

の同時申請やお客様メリットの訴求などにより、「長期優良住宅」の認定取得を推進します。 
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※１）アパート商品（共同住宅）については、配管経路などが「長期優良住宅」における共同住宅

の認定基準に標準仕様では適合していないため、個別に対応。 
※２）「長期優良住宅普及促進法」に基づく認定基準に適合し、所管行政庁が認定した住宅（認定長

期優良住宅）のこと。 
※３）ＣＨＳは、財団法人ベターリビングの制度で、居室の可変性、部品交換の容易性、配管など

の点検・交換の容易性、構造体の高い耐久性および一定規模以上の居室面積などについて基

準を定め、さらにこのような良質な住宅を長期間定期的に点検・補修・改修を行う仕組みを

備えた住宅または住宅システムに対して審査を行い、認定するもの。 
※４）木質系戸建住宅商品の場合。鉄骨系戸建住宅商品は、現行の標準仕様で「劣化対策」につい

ても対応済み。 
 
■「長期優良住宅先導的モデル事業」に採択された５つの提案 
・住宅の新築（戸建）／自由課題部門 
提案①「育てる住まい（木質）－２１」 
提案②「育てる住まい（木造軸組）－２１」 
提案③「育てる住まい（鉄骨）－２１」 

※将来の用途変更に必要な措置を予め講じておくことで、収入型住宅への変更などを容易にし、

居住形態の変化に柔軟に対応できるように企画した提案。 
・住宅の新築（戸建）／まちなみ・住環境部門 
  提案④「持続的まちづくりのモデル“橿原神宮前”」 
 ※世代をわたってまちの情報を持続し、地域への愛情を育むことを目指し、「“まち・住宅”情報

の持続」、「“まち育て”プログラムの持続」および「周辺の既存団地との連携」に取り組んだ

まちづくりの提案。 
・既存住宅等の改修 
  提案⑤「育てる住まい、改修システム（鉄骨）－２１」 
 ※ＨＯＵＳＥ－５５計画により生まれた鉄骨ユニット住宅について、「劣化診断・改修」、「省エ

ネ・微気候改修」ならびに「履歴情報システムおよび流通促進など総合的・持続的なお客様サ

ポート」を実施し、末永く維持していくための提案。 
 
■「長期優良住宅」の認定を取得することによるお客様のメリット 
・ 住宅ローン減税の控除額が、一般住宅より優遇される（条件により同額の場合あり） 
・ 投資減税の対象となる（住宅ローン減税との選択） 
・ 登録免許税、不動産取得税、固定資産税における軽減措置が受けられる 
・ 将来の売却などに際し、条件の良い査定額を得られる可能性がある（資産価値の維持） 
 

以 上 
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